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第３８回社会保険労務士試験の合格者の発表について

１ 第３８回社会保険労務士試験の合格者を別添の合格基準に基づき決定し、本日の官報

に公告した。

２ 社会保険労務士試験は、社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）第１０条の規

定に基づいて、実施されるものである。

第３８回試験は、去る８月２７日（日）に全国１９都道府県で実施され、その結果は

次のとおりである。

(1) 受験申込者数 ５９，８３９人（前年６１，２５１人、対前年 ２．３％減）

うち科目免除者１，０８０人（うち公務員特例の免除者４８

３人）

(2) 受験者数 ４６，０１６人（前年４８，１２０人、対前年 ４．４％減）

（ ）うち科目免除者９２５人 うち公務員特例の免除者４２４人

(3) 受験率 ７６．９％（前年 ７８．６％）

(4) 合格者数 ３，９２５人（前年 ４，２８６人）

うち科目免除者１１１人（うち公務員特例の免除者５５人）

(5) 合格率 ８．５％（前年 ８．９％）

３ 合格者の年齢別・職業別・男女別構成は次のとおりである。

(1) 年齢別構成

２０歳代以下（２３．８％ 、３０歳代（４２．５％ 、４０歳代（１８．７％ 、） ） ）

５０歳代（１２．２％ 、６０歳代以上（２．８％））

最年少者２０才、最高齢者７１才

(2) 職業別構成

会社員（４５．４％ 、無職（２４．０％ 、公務員（７．３％ 、その他（２３．） ） ）

３％）



(3) 男女別構成

男性（６３．２％ 、女性（３６．８％））

４ 合格者のうち、労働社会保険諸法令の事務に２年以上従事した者又は厚生労働大臣が

指定した講習を修了した者は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名

簿に登録することによって、社会保険労務士となることができる。

なお、平成１８年９月３０日現在、社会保険労務士登録者数は、３０，７０９人であ

る。



〔第１図〕　受験申込者数・受験者数・合格者数の推移（過去１０年）
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〔第２図〕　合格者の年齢階層別割合
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〔第４図〕　合格者の男女別割合
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〔第３図〕  合格者の職業別割合
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第３８回（平成１８年度）社会保険労務士試験の合格基準について 

 

 

 

（１）合格基準 

本年度の合格基準は、次の２つの条件を満たした者を合格とする。 

① 選択式試験は、総得点２２点以上かつ各科目３点以上（ただし、労働基準法及び

労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、社会保険に関する一般常識、

厚生年金保険法は２点以上）である者 

② 択一式試験は、総得点４１点以上かつ各科目４点以上（ただし、労働基準法及び

労働安全衛生法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識は３点以

上）である者 

※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。 

 

（２）配点 

① 選択式試験は、各問１点とし、１科目５点満点、合計４０点満点とする。 

② 択一式試験は、各問１点とし、１科目１０点満点、合計７０点満点とする。 

 

 

 

※ 試験問題及び正答は、全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士試験センター 

 ホームページ（http://www.sharosi-siken.or.jp/）に掲載しているので参考にして 

ください。 



（参 考）

社会保険労務士制度について

１ 社会保険労務士制度の概要

(1) 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）に基づく制度である。

(2) 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格者等社会保険労務士となる資格を

有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必

要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となる。

(3) 社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務は、次のとおりである。

① 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成

② 申請書等の提出代行

③ 申請等についての事務代理

④ 紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせん代理

⑤ 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

このうち、①～④の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他

人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされている。

なお、平成１７年に社会保険労務士法が改正され、④紛争調整委員会における個別労働関係紛

争のあっせん手続の代理に加え、下記の代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修を修了

した社会保険労務に対し、試験を実施し、合格した社会保険労務士は裁判外紛争解決手続の利用

の促進に関する法律の施行後は新たに次の代理業務を行うことができるようになる。

a 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

b 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

c 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理（紛争価

格が６０万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要）

２ 社会保険労務士試験の実施

社会保険労務士の試験は、昭和４４年度から毎年１回実施しており、平成１８年まで３８回の試

験を実施している。

なお、試験の期日等は、毎年４月３０日までに官報により公告される。

第３８回試験は次のとおり実施されたところである。

(1) 受付期間 平成１８年４月１７日（月）から平成１８年５月３１日（水）まで

(2) 試 験 日 平成１８年８月２７日（日）

、 、 、 、 、 、 、 、 、(3) 試 験 地 北海道 宮城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 石川県 静岡県

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、

沖縄県の１９都道府県

(4) 試験科目 労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険

の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労

務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

(5) 合格発表日 平成１８年１１月１０日（金）



３ 社会保険労務士の団体

、 、 、社会保険労務士法に基づき 会員の品位を保持し その資質の向上と業務の改善進歩を図るため

都道府県ごとに社会保険労務士会、全国に一つ全国社会保険労務士会連合会が設立されている。

なお、全国社会保険労務士会連合会は、平成１２年から、社会保険労務士試験の試験事務（合格

の決定に関する事務を除く ）を行っている。。
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